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1941年5月の東京銀座通り
宮澤レーン事件の摘発の舞台となった
北大生と外国語教師の「心の会」

全国防諜週間＜週間話題＞｜時代｜NHKアーカイブス
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• わが国のインテリジェンス機能が脆弱（ぜいじゃく）であり、インテリジェンスに関する国 家
機能の強化が急務であるという認識を共有し、総合的なインテリジェンス改革について協 議し、
合意した施策について実行する。

• 2 6 年通常国会において、内閣情報調査室および内閣情報官を格上げし、「国家情報局」およ
び「国家情報局⾧」を創設する。安全保障領域における政策部門および情報部門を同列とす るた
め、「国家情報局」および「国家情報局⾧」は、「国家安全保障局」および「国家安全保障局⾧」
と同格とする。
• 現在の「内閣情報会議」（閣議決定事項）を発展的に解消し、26年通常国会において、「国家
情報会議」を設置する法律を制定する。
• 2 7 年度末までに独立した対外情報庁（仮称）を創設する。
• 情報要員を組織的に養成するため、27年度末までに、インテリジェンス・コミュニティー横断
的（省庁横断的）な情報要員（インテリジェンス・オフィサー）養成機関を創設する。
• インテリジェンス・スパイ防止関連法制（基本法、外国代理人登録法およびロビー活動公開

法など）について2 5 年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させる。
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・目的 外国勢力によるアメリカの政策や世論への影響力を透明化し、国民が情報源を知
った上で判断できるようにすること。 もともとはナチスの浸透を防禦するための法案であった。
•対象者:外国政府、政党、外国企業、または個人から「命令、要請、または指示・支配」
を受けて、米国内で以下のような活動を行う者（弁護士、ロビイスト、PR会社、コンサルタ
ントなど）

•政治活動（議会や政府への働きかけ）
•広報活動（メディアを通じた情報発信）
•代理人としての資金調達、収集、支出

•義務:司法省への登録、活動内容、報酬、支出の定期的な報告
•違反時の罰則: 5年以下の禁錮刑、最大1万ドルの罰金（民事・刑事上のペナルティ）
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イギリス議会の調査員が中国のスパイとして
起訴され、起訴が取り消された。 20XX/9/3プレゼンテーションのタイトル 26

20XX/9/3プレゼンテーションのタイトル 27 20XX/9/3プレゼンテーションのタイトル 28

25 26

27 28



2026/3/30

8

20XX/9/3プレゼンテーションのタイトル 29

2026/2/28 郡山における市民主催の
スパイ防止法案反対の市民集会にて
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4月2日12時から1時半 超党派国会議員と市民の勉強会 法案内容の説明と日弁連の意見書を説明します。
4月17日夕方7時から8時 国会議員会館前で国家情報局法案とスパイ防止法案に反対する行動を呼びかけます。
4月27日には日弁連の院内集会も予定されています。

■ 概要：国会提出「国家情報局法案」について

 3月13日に国会に提案された法案。首相を議⾧とする国家情報会議の事務局「国家情報局」を設置し、国内の日本国民・外国
人のスパイ活動の有無に関する情報収集・分析・総合調整機能を付与します。 

■ 論点：私たちの生活にどう影響するのか？

➀ 監視強化の懸念：戦前の特高警察や憲兵を想起させる視点でネット情報を収集し、AIで徹底分析。政府に不都合な人物をあ
ぶり出す恐れがあります。 

➁ 通信監視の現状：能動的サイバー防御法により内外通信は収集可能。国内通信で収集できないのはわずか6.8%にとどまり
、インターネットの大半が政府の監視下にあります。 

➂ 立法の連続性：今秋に「外国代理人規制法／外国勢力活動透明化法案」、来年には海外謀略も担う「対外情報庁」構想など
、監視社会への動きが加速しています。外国代理人規制法は、国境を越えて、市民が政治的、文化的に協働することを困難に
する可能性があります。 

➃ 影響しうる権利：憲法で保障される「表現の自由」「思想・良心の自由」「プライバシー権」が制約される恐れがあります。 

■ 行動の呼びかけ：私たちにできること

 ・いま声を上げる意義：ここでひるめば、戦争反対の声すら上げられない社会になってしまいます。 
 ・4/17 行動案内：午後7時から8時まで、衆院第2議員会館前を中心に「スパイ防止法に
反対するペンライト行動」を呼びかけています。勇気を持って街頭に出て、反対の声が
あることを国会議員と市民に示しましょう！ 
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